
平 成 28年 度

新座市国民健康保険事業特別会計

事 業 別 予 算 説 明 書

埼 玉 県 新 座 市



1款 総務費
1項 総務管理費

1日 一般管理費

細 目 及 び 細 々 目

一般管理業務

前年当初額

H需用費 2消耗品費                  164
3図書費                   203
8印刷製本費                 642

2通信運搬費                12,108

4,38435被 保険者証作成委託料

36高齢受給者証封入封絨等委託料

40国民健康保険税簡易申告書封入封絨等

委託料

14使用料及び

賃借料 5会場使用料

19負担金、補

助及び交付

金

8H研 修会等負担金

1款 総務費
1項 総務管理費

2日 連合会負担金

D02連合会負担金 2,470

01国保連合会負担金    2,470
前年当初額   2,570

19負担金、補

助及び交付

金

2,470 31国保団体連合会負担金           2,470

1款 総務費
2項 徴税費

1目 賦課徴収費

3図書費

8印刷製本費

01賦課業務        6,115
前年当初額   24,411

11需用費

35国保課税台帳一斉出力対応委託料      2,376
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動一［
2,460

県支出金

【国保年金課】

一般管理事務に係る共通事務経費等

【国保年金課】

埼玉県国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法第83条の規定により、

保険者が共同して国民健康保険事業の目的を達成するために設立された団体で

あり、県内の全市町村が加入し、保険者の規模に応じてその運営経費を負担す

る。

【国保年金課】

国民健康保険税の賦課事務に係る経費
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1款 総務費
2項 徴税費

1目 賦課徴収費

細 目 及 び 細 々 目
節

細 節
区  分 金  額

19負担金、補

助及び交付

金

1,000 31還付不能金返還金              1,ooo

1款 総務費
3項 運営協議会費

1目 運営協議会費

1運営協議会費

01国保運営協議会      437
前年当初額    439

31運営協議会委員報酬              302

1費用弁償                   45
2特別職旅費                  23

19負担金、補

助及び交付

金

671H研修会等負担金

31埼玉県国保協議会負担金

1款 総務費
4項 趣 旨普及費

1目 趣旨普及費

1趣旨普及費

01趣 旨普及活動

前年当初額

11需用費  1    1,178

2款 保険給付費
1項 療養諸費

1目 一般被保険者療養給付費

1-般 被保険者療養給付費 '            9,667,411

Ol一般被保険者療暴給  %6扉「 IF119負担金、補 |  ■66■ 411131-般 被藻碩者療養給再≧

~~~~~~~瓦

瓦葛瓦五

付費              1 助及び交付

前年当初額  9,758,4551 金
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本 年 度 予 算 の 財 源 内

一般財源 1     事      業      概      要

【国保年金課】

国民健康保険事業の適正な運営を図るため、国民健康保険法第 11条に基づ

き、国民健康保険運営協議会を設置し、必要に応じて国民健康保険の運営に関

る審議を行 う。

1 構成員

(1)被保険者代表 4人
(2)保険医・保険薬剤師代表 4人
(3)公益代表 4人
(4)被用者保険等保険者代表 3人
2 開催予定回数  3回

1,178【国保年金課】

国民健康保険制度を理解するための小冊子を転入資格取得者等に配布 し、国

民健康保険制度等の啓発を図るため、パンフレットを作成する。

また、医療機関等の適正受診の啓発を図るため、リーフレットを作成する。

2,424,464

国庫支出金

2,104,424

県支出金

320,040

3,649,926

前期高齢者

交付金

3,593,021 【国保年金課】
一般被保険者が保険医療機関等で診療を受けた場合、その医療費の原則 7割

(義務教育就学前は 8割、 70歳以上は 7割又は 8割)を医療機関等を通 じて

負担する。
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2款 保険給付費
1項 療養諸費

2日 退職被保険者等療養給付費

細 目 及 び 細 々 目
節

細 節
区  分 金  額

)02退職被保険者等療養給付費 213,427

01退職被保険者等療養   213,427
給付費

前年当初額   409,780

19負担金、補

助及び交付

金

213,427 31退職被保険者等療養給付費        213,427

2款 保険給付費
1項 療養諸費

3目 一般被保険者療養費

一般被保険者療養費 186,158

186,15801-般被保険者療養費

前年当初額

186,158119負 L金、補 186,15831-般被保険者療養費

196,2841 助及び交付

金

2款 保険給付費
1項 療養諸費

4目 退職被保険者等療養費

4退職被保険者等療養費

01退職被保険者等療養

費

前年当初額

2款 保険給付費
1項 療養諸費

5目 審査支払手数料

19負担金、補

助及び交付

金

31退職被保険者等療養費

)05審査支払手数料 29,624

01審査支払手数料     29,624
前年当初額   29,624

13委託料 29,624 31審査支払手数料              28,577
32レセプ ト電算処理システム手数料       498
33レセプ トオンライン請求システム手数     549

料
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:千円)

本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

事 業 概 要

源一枷
一般財源

207,861

療養給付費

等交付金

5,566 【国保年金課】

退職被保険者等が保険医療機関等で診療を受けた場合、その医療費の7割 (

義務教育就学前は8割)を医療機関等を通じて負担する。

41,678

国庫支出金

35,o63

県支出金

6,115

74,378【 国保年金課】

一般被保険者がやむを得ない理由により保険証を提示できず、保険医療機関

等において自費で診療を受けた場合及び柔道整復等に係る費用を 10割支払つ

た場合、後 日その診療に要した費用を被保険者の一部負担金を除いて給付する

100【国保年金課】

退職被保険者等がやむを得ない理由により保険証を提示できず、保険医療機

関等において自費で診療を受けた場合及び柔道整復等に係る費用を10割支払

つた場合、後日その診療に要した費用を退職被保険者等の一部負担金を除いて

給付する。

3,371

療養給付費

等交付金

【国保年金課】

保険医療機関等から請求を受けた診療報酬明細書

県国民健康保険団体連合会に委託する。

(レセプ ト)の審査を埼玉
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2款 保険給付費
2項 高額療養費

1目 一般被保険者高額療養費

細 目 及 び 細 々 目
節

細 節
区  分 金  額

001-般被保険者高額療養費 1,261,693

01-般被保険者高額療  1,261,693

養費

前年当初額  1,193,132

19負担金、補

助及び交付

金

1,261,698 31二般被保険者高額療養費        1,261,693

2款 保険給付費
2項 高額療養費

2日 退職被保険者等高額療養費

)02退職被保険者等高額療養費 33,281

01退職被保険者等高額   33,281
療養費

前年当初額   64,120

19負 担金、補

助及び交付

金

33,281 31退職被保険者等高額療養費         33,281

2款 保険給付費
2項 高額療養費

3日 一般被保険者高額介護合算療養費

一般被保険者高額介護合算療養費 3,000

01-般被保険者高額介   3,000119負 担金、補 1    3,00031-般 被保険者高額介護合算療養費      3,000
護合算療養費         1 助及び交付

前年当初額   3,0001 金

2款 保険給付費
2項 高額療養費

4目 退職被保険者等高額介護合算療養費

退職被保険者等高額介護合算療養費 650

01退職被保険者等高額    650119負 担金、補 1     65031退 職被保険者等高額介護合算療養費      650
介護合算療養費         1 助及び交付

前年当初額    6501 金
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予 算 の 財 源 内 訳   |

糀
一般財源 1     

事      業      概      要

283,262

国庫支出金

241,702

県支出金

41,560

685,262

前期高齢者

交付金

共瞥彗重基
|

付金    |
208,820

【国保年金課】

一般被保険者の医療費の自己負担を軽減するため、所得や年齢に応じて定め

る一定限度額を超える医療費を支払つた場合、その超えた金額を給付する。

【国保年金課】

退職被保険者等の医療費の自己負担を軽減するため、所得や年齢に応じて定

める一定限度額を超える医療費を支払つた場合、その超えた金額を給付する。

32,4161       865

療養給付費

等交付金

749      1   1,260    991【 国保年金課】
国庫支出金 |     1前 期高齢者 |     | 一般被保険者の医療及び介護費用の自己負担を軽減するため、所得や年齢に

639      1交 付金  |     1応 じて定める一定限度額を超える費用を支払つた場合、その超えた金額を給付
県支出金 |     |     |     |す る。

110

療養給付費

等交付金

【国保年金課】

退職被保険者等の医療及び介護費用の自己負担を軽減するため、所得や年齢

に応じて定める一定限度額を超える費用を支払つた場合、その超えた金額を給

付する。
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2款 保険給付費
3項 移送費

1目 一般被保険者移送費

細 目 及 び 細 々 目

1-般被保険者移送費

01-般被保険者移送費

前年当初額

19負担金、補

助及び交付

金

5031-般被保険者移送費

2款 保険給付費
3項 移送費

2日 退職被保険者等移送費

退職被保険者等移送費 ５〇

　

一
　

５０01退職被保険者等移送     50119負 担金、補 1     5031退 職被保険者等移送費

費        ‐      1 助及び交付

前年当初額     501 金

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

1目 出産育児一時金

1出産育児一時金 84,000

84,00001出産育児一時金

前年当初額

84,000119負 担金、補 84,00031出産育児一時金

100,8001 助及び交付

金

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

2日 支払手数料

支払手数料 ４２

　

一
　

４２01支払手数料

前年当初額

42113委託料 4231支払手数料

511
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本 年 度 予 算 の 財 源 内
特 定 財 源

そ の 他 |~般財源

【国保年金課】

一般被保険者が療養を受けるため、

移送に要した費用を給付する。

適切な理由で転院等を行つた場合、その

【国保年金課】

退職被保険者等が療養を受けるため、適切な理由で転院等を行つた場合、

の移送に要した費用を給付する。

56,000

繰入金

【国保年金課】

被保険者が妊娠 4か月を超える場合について、出産、死産を問わず当該被保

険者の属する世帯主に対し、42万円を給付する。

【国保年金課】

出産育児一時金直接支払制度に伴 う医療機関等への支払事務を代行する埼玉

県国民健康保険団体連合会に対し、支払手数料を支払う。
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2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

1日 葬祭費

細 目 及 び 細 々 目
節

細 節
区  分 金   額

1葬祭費 15,000

01葬祭費         15,000
前年当初額   15,000

19負 担金、補

助及び交付

金

15,000 31葬祭費                  15,000

3款 後期高齢者支援金等
1項 後期高齢者支援金等

1日 後期高齢者支援金

1後期高齢者支援金

01後期高齢者支援金   2,419,444

前年当初額  2,534,469

19負 担金、補

助及び交付

金

3款 後期高齢者支援金等
1項 後期高齢者支援金等

2日 後期高齢者関係事務費拠出金

2,419,444

後期高齢者関係事務費拠出金

後期高齢者関係事務

費拠出金

前年当初額

4款 前期高齢者納付金等
1項 前期高齢者納付金等

1日 前期高齢者納付金

19負 担金、補

助及び交付

金

31後期高齢者関係事務費拠出金

1前期高齢者納付金

01前期高齢者納付金

前年当初額

19負担金、補

助及び交付

金

31前期高齢者納付金1,101

1,329
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本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

国県支出金1地 方 債 熱
、
.、
一般財源 1     

事      業      概      要
｀

【国保午金課】

被保険者が死亡したとき、その葬祭を行つた者に5万円を給付する。

』』璧』萱|

~丁
丁蔦 れ :~

県

il鷲 :|

1曇

霙1111 11″
'ユ

I卜[ittlttζ装こ息し[堡馨曇言看[IPttr二置甦暦言i:F｀

|

|【 国保年金課】

後期高齢者支援金に係る事務費を拠出する。

【国保年金課】

前期高齢者の医療費について、

るため、調整金を納付する。

国保 。被用者保険間の負担の不均衡を是正す
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4款 前期高齢者納付金等
1項 前期高齢者納付金等

2日 前期高齢者関係事務費拠出金

細 目 及 び 細 々 目  ■―

前期高齢者関係事務費拠出金

01前期高齢者関係事務    168119負 担金、補 1     16831前 期高齢者関係事務費拠出金         168
費拠出金           1 助及び交付

前年当初額     1781 金

5款 老人保健拠出金
1項 老人保健拠出金

1目 老人保健医療費拠出金

老人保健医療費拠出金

老人保健医療費拠出

金

19負担金、補

助及び交付

金

131老人保健医療費拠出金

前年当初額

5款 老人保健拠出金
1項 老人保健拠 出金

2日 老人保健事務費拠 出金

老人保健事務費拠出金

6款 介護納付金
1項 介護納付金

1目 介護納付金

19負担金、補

助及び交付

金

31老人保健事務費拠出金01老人保健事務費拠出     82
金

前年当初額     82

介護納付金

介護納付金

前年当初額

19負担金、補

助及び交付

金

31介護納付金 918,2771918,277

1,030,254
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(単位 :千円)

本 年 度 予 源 内 訳

国県支出

源財
一債地 方

「

~「
|     |

【国保年金課】

前期高齢者交付金 (納付金)に係る事務費を拠出する。
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7款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

1日 高額医療費共同事業医療費拠出金

高額医療費共同事業医療費拠出金

高額医療費共同事業   462,489
医療費拠出金

前年当初額   423,356

19負担金、補

助及び交付

金

7款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

2日 保険財政共同安定化事業拠出金

細 目 及 び 細 々 目

31高額医療費共同事業医療費拠出金

保険財政共同安定化事業拠出金

保険財政共同安定化  4,201,536

事業拠出金

前年当初額  4,163,534

7款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

3日 高額医療費共同事業事務費拠出金

蕩轟轟嘉墓石専要歴化事業拠出金

4,201,536

4,201,53619負担金、補

助及び交付

金

3高額医療費共同事業事務費拠出金 1

丁 丁
~~~T~― ~~

01高額医療費共同事業     1119負 担金、補 1      131高 額医療費共同事業事務費拠出金        1
事務費拠出金 助及む交付|      |

前年当初額     11 金

7款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

4目 保険財政共同安定化事業事務費拠出金

保険財政共同安定化事業事務費拠出金

保険財政共同安定化

事業事務費拠出金

前年当初額

31保険財政共同安定化事業事務費拠出金

-16-



(単位 :千
本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

―

戸

―

T特  定  財

国県支出金1地 方 債 | 篭≒が爾ヨー般財源

―
―  

― ― ― -1 -―

231,2451
|【 菌保年金課】

共同事業交

付金
1 高額な医療費による保険者の負担軽減を図るため、 1件 患0万円を超える高

1額な医療費が発生した保険者に対し、交付金を交付する高額医療費共同事業に

1係
る拠出金で、各市町村の医療費の規模に応じて埼玉県国民健康保険団体連合

1会 に拠出する。

1    115,6221

県支 出金

115,622

~~  |~~~~~=

39,126【 国保年金課】3,912,487

共同事業交

付金

1 県内の市町村国保間の保険料の平準化:財政の安定化を図るため、 1件 1円

1屋 :駐』昼単F窯辱辱言彙】曾抵響量膚[扉層重量言駿I駿馨暴[履t言尊重
1県国民健康保険団体連合会に拠出する。

平成 27年度から対象医療費が拡大 (10万円超→ 1円超)さ れた。

【国保年金課】

高額医療費共同事業に係る事務費を拠出する。

【国保年金課】

保険財政共同安定化事業に係る事務費を拠出する。

-17-
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7款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

5目 その他共同事業拠出金

細 目 及 び 細 々 目
額金

5その他共同事業拠出金

01その他共同事業拠出

金

前年当初額

8款 保健事業費
1項 特定健康診査等事業費

1目 特定健康診査等事業費

31年金受給権者一覧表作成料

1特定健康診査等事業費

01特定健康診査等事業

前年当初額

165,251

163,285

8報償費

11需用費

31特定健診受診記念品

2消耗品費

3図書費

8印刷製本費

1,9431 2通信運搬費

31懸垂幕取付撒去手数料

31特定健診受診券発券委託料

32特定健診受診券封入封絨委託料

33集団健診委託料

34健診結果説明会委託料

35駐車場整理委託料

36特定健診対象者データ抽出委託料

40特定健診受診勧奨電話委託料

5会場使用料

31特定健診費補助金

32特定健診等共同広報事業分担金

刊

寸

「

‐

４

　

　

一　

　

７

５

　

一
　

６

３

，
　

一
　

５

，
852

10

4,809

げ 鈍
|

“

21

331

356

6,023

513

43

480

4,029

142,213 1
|

100

‐‐パ　　‐ｙ
‐‐‐‐

中馴
一̈
い金
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(単位 :千円)

本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

事 業 概 要
｀

特 定 財 源
一般財源国県支出金1地 方 債 そ の 他

【国保年金課】

一般被保険者と退職被保険者では医療費の負担方法が異なることから、退職

被保険者に係る資格変更の届出の勧奨を行 うため、埼玉県国民健康保険団体連

合会が一括して年金受給権者の一覧を作成する費用を拠出する。

37,6601

][][11

127,591 【国保年金課】

40歳以上 75歳未満の被保険者を対象に、生活習慣病及び内臓脂肪症候群

(メ タボリックシンドローム)予防に着目した特定健康診査を実施する。

18,830

-19-
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8款 保健事業費
1項 特定健康診査等事業費

2日 特定保健指導費

細 目 及 び 細 々 目

特定保健指導費

特定保健指導

前年当初額

8款 保健事業費
2項 保健事業費

1日 保健衛生普及費

19負 担金、補

助及び交付

金

51 9傷害等保険料

531‐ 埼玉県市町村行政栄養士協議会負担金

1講師謝礼金

3,0'831特 定保健指導委託料

保健衛生普及費

保健衛生普及業務

前年当初額

8款 保健事業費
2項 保健事業費

2日 疾病予防費

6,8641 2通 信運搬費」
「

三
9,140131イ131保養施設利用補助金 9,140

疾病予防費

01疾病予防 64,654

64,654

122

16

8印昂1製本費

2通信運搬費

31後発医薬品利用差額通知書作成委託料

32後発医薬品利用差額通知コールセンタ

ー利用料

前年当初額
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(単位 :千円)

|

要
｀

1,264

国庫支 出金

632

県支 出金

632

6,326 【国保年金課】

40歳以上 75歳未満の被保険者を対象に、生活習慣病及び内臓脂肪症候群

(メ タボリックシンドローム)予防に着目した特定保健指導を実施する。

~~「~丁
扇百瘍募基瓢

被保険者の健康増進事業として、医療費通知及び保養施設の利用助成を実施

する。

1 医療費通知 2か月に 1回、医療費を通知する。 ‐

2 宿泊施設利用助成

(1)助成額 大人 2, 000円 、子供 (小学生)1, 000円
(2)施  設 連合会共同事業施設

3 健康入浴施設利用助成

(1)助成額  1枚 大人 300円 、子供 (小学生)150円
(2)施 設 4か所

【国保年金課】

1 疾病を予防し、医療費の負担軽減を図るため、人間 ドック受診者に対し助成

lξ言「

するほか、疾病予防対策、医療費節減対策の一
番

として小冊子等を
雫
「

1 人間 ドック助成

(1)助成額

ア 眼底検査あ り 30, 165円
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8款 保健事業費
2項 保健事業費

2日 疾病予防費

細 目 及 い 田々 目 唯 葛

19負担金、補

助及び交付

金

31生活習慣病予防対策費補助金

32生活習慣病重症化予防対策事業分担金

42,042

19,573

9款 基金積立金
1項 基金積立金

1日 支払基金積立金

1支払基金積立金

01支払基金積立金

前年当初額

:司轟墓 31支払基金利子積立金

77

一‐「‐
一
‐

10款 諸支出金
1項 償還金及び還付力日算金

1目 下般被保険者保険税還付金

一般被保険者保険税還付金

一般被保険者保険税   30,000
還付金

前年当初額   30,000

10款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

2日 退職被保険者等保険税還付金

30,00031-般 被保険者保険税過誤納金還付金

|

退職被保険者等保険税還付金 2,000
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国県支出金1地 方 債 |そ の 他

イ 眼底検査なし 27, 800円
(2)対象者の要件

ア 国民健康保険加入者

イ 国民健康保険税の完納世帯員

ウ 現在疾病加療中でない者

2  /1ヽ 11:F酉己イ青

「国保ハン ドブック」 31, 000部 作成

3 リーフレッ ト配布

「後発医薬品啓発 リーフレット」 30: 000部 作成

4 後発医薬品利用による差額通知書

1年に 2回 t後発医薬品利用による差額案内を通知する。

5 生活習慣病重症化予防対策事業

糖尿病の重症化予防を目的とし、生活指導対象者に対して、生活指導の実

施及び実施結果の検証を行 う。

【国保年金課】

財産収入 新座市国民健康保険の保険給付費支払基金の設置、管理及び処分に関する条

の規定に基づき、保険給付費支払金の不足に充当するため、基金に積み立て

可喩≦還、五聰鳳瓦恵蓮
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10款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

2日 退職被保険者等保険税還付金

糸田 目 及  び  糸田 々 日

退職被保険者等保険

税還付金

前年当初額

10款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

3日 償還金

23償還金、利

子及び割引

料

31療養給付費負担金等返還金

前年当初額

10款 諸支出金
1項 償還金及び還付カロ算金

4目 一般被保険者還付力日算金

一般被保険者還付カロ算金

一般被保険者還付加

算金

前年当初額

23償還金、利

子及び割引

料

31-般被保険者還付加算金2,000

2;000

10款 諸支出金
1項 償還金及び還付カロ算金

5日 退職被保険者等還付加算金

退職被保険者等還付加算金

退職被保険者等還付

加算金

前年当初額

23償還金、利

子及び割引

料

31退職被保険者等還付加算金

11款 予備費
1項 予備費

1日 予備費

1予備費 20,000

01予備費 :=頭可
~~~~~丁~~~~

30,0001    1前年当初額
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:千
本 年 度 予 算 の 財 源 ″
特 定 財 源

国県支出不
「

地 方 債 |そ の孫

「

]訳

一般財源
事 業 概 要

｀

2,000 【国保年金課】

退職被保険者等の転出等により生じた国民健康保険税の過納に対する還付金

1【 国保年金課】

1 国、県の補助金については、翌年度の実績報告により確定するため、精算に

|よ り交付超過額が生じた場合は返還する。

2,000【 国保年金課】

1  撃被保険者の転出等により生じた国民健康保険税の過納に対する還付加算

1金
|

~~ |  ~~

|

|

【国保年金課】

退職被保険者等の転出等により生じた国民健康保険税の過納に対する還付加

算金

【国保年金課】

予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、使途を特定しない予算とし

て予備費を計上する。
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